
第４次総合計画改訂版素案に対する意見（第１部会 R4.12.26開催）への回答

　大綱２　防災・防犯

　　政策１　災害に強く安心して暮らせるまちづくり

該当箇所 意見

1 現状と課題

大阪府北部地震の経験を踏まえ、帰宅困難者が課題となることに

は触れなくてよいか。吹田市はベッドタウンで、また学生や従業者が

多く、課題になると思う。また一般道が脆弱であることも課題。マン

ションが多く、エレベーターに閉じ込められた人たちの救助をどうするか

なども課題ではないか。

ご指摘のとおりだと思います。

帰宅困難者、マンション特有の防災、エレベーター閉じ込め案件に

ついても、課題に追記するようにします。

危機管理室

2 SDGsゴール

「１　貧困をなくそう」を挙げているが、「災害が起こったときに脆弱な

方々に配慮し」など、明確な言葉として、現状・課題、施策への反

映が必要ではないか。

ご指摘のとおりだと思います。

現状と課題のところ、背景として、「災害が起きると多くの人の生活

に影響を与える。社会的に弱い立場にある方々に配慮し」を加筆し

ます。

危機管理室

3 SDGsゴール

「13　気候変動に具体的な対策を」を挙げているが、現状・課題や

施策に「気候変動の進展に伴う…」といった文言が必要ではない

か。

ご指摘のとおりだと思います。

「気候変動の進展に伴う」を加筆します。
危機管理室

4 施策

企業市民、企業のBCPなど、企業の防災に対する考え方も盛り込

んでもらいたい。市民との連携は進むが、企業との連携が進んでいな

いように感じる。

ご指摘のとおりだと思います。

事業者のBCPに関しても加筆します。
危機管理室

5 施策指標

全体に行政よりの指標が多い。「市民一人ひとりの防災意識と地域

防災力・減災力が高まり、・・・」という目標を掲げているのであれば、

市民側がどう動いてきたかという指標も必要ではないか。自主防災

組織の結成率、普通救命講習の受講者数なども指標にあがってい

るが、市民が防災に関するまちづくりに参加するという指標があった

方がいいのではないか。

いわゆる「自助・共助・公助」の考え方を用いれば、ご指摘のとおり、

自助（市民）視点の指標が必要だと思います。防災に関するまち

づくりに参加という考え方、意識調査や、地域での訓練参加者数も

視野に検討をしましたが、今回は決定に至りませんでした。次回計

画改定時の設定に向け、検討をいたします。

危機管理室
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該当箇所 意見

6 施策指標

防災は全庁的に取り組むべきことであり、総務部（危機管理室）

のみで取り組めるものではない。全庁横断的に進めるという視点が

見えてこない。そういったところを指標にも掲げた方がよいのではない

か。

全職員の訓練参加を目標としており、災害対応は全庁的な取組だ

と意識しておりますが、ご指摘のとおり、見えにくいので施策指標2-

1-1 「吹田市職員の災害対応訓練参加率」を指標として設定する

理由の説明欄に以下のとおり加筆します。

「発災したら市役所が一丸となって災害対応をする。被災地の事例

からも、災害対応には訓練が必要不可欠であることから、全庁横断

的に訓練を実施し、全部局の全職員参加を目標とする」

危機管理室

7
施策指標

2-1-1

「吹田市職員の災害対応訓練参加率」は不要ではないか。総合

計画で進捗管理をする必要があるのか。

災害対応には、訓練は必要不可欠であると考えております。被災

地の事例などから学び、市役所・事業所・地域住民も「訓練ででき

ないことは本番ではできない」ものだと認識していることから、まずは市

役所が率先して全職員の参加を目標に、民間事業者や地域住民

の手本となるべく、指標とするものです。

危機管理室

　　政策２　犯罪を許さないまちづくり

該当箇所 意見

1
施策指標

2-2-1

「刑法犯の認知件数」について、第４次総計策定時に、市が責任

を持って取り組めないことは指標として入れるべきではない、との議論

があった。例えば市が関与できるところとして、自転車の盗難、放火

犯など、地域での見守り活動と関係の深い犯罪の件数を取り上げ

るなどした方がよいのではないか。

市が責任をもって取り組めないことは指標としていれるべきではない

のはご指摘のとおりだと思います。ただ、見守り活動と関係の深い犯

罪かどうかの分類は警察として実施していないことから、刑法犯の認

知件数の増減を意識して活動するべく目標としたものです。

危機管理室
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